一般社団法人全国サービサー協会ニュースリリース
２０２６年６月３０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人全国サービサー協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　山田　晃久
１　第17回定時社員総会開催
一般社団法人全国サービサー協会は、2026年6月30日第17回定時社員総会を開催し、別紙の通り新役員を加えた人事を決定しましたのでご報告致します。

今回の定時社員総会では、2026年度事業計画の基本方針として、「サービサー業務を通じて、業界への社会的信頼を向上させ、日本経済のサステナブルな発展に寄与する。」、また2026年度テーマとして、「サービサー法改正等業務拡大に繋がる対応の継続と業界の社会的信頼向上に向けた対応」～日本経済のサステナブルな発展に一層寄与出来るようサービサーが取り扱うことが出来る債権の拡大を目指すと共に、サービサーに対する正しい理解を広める等により社会的信頼の向上に向けた対応を行う～を掲げた事業計画を提案し、満場一致で可決されました。
２　本年度の取組み
重点課題を①見直し後のサービサー法改正案の成立に向けた対応と信用保証協会関連債権等業務拡大に繋がる対応の継続、②サービサーに対する正しい理解を広める等サービサー業界の社会的信頼の向上を図るための対応、③コンプライアンス態勢等の更なる向上、④業務の効率化・生産性向上につながるニーズへの継続対応としたうえで、基本スタンスである「社会的信頼の向上」に重きを置き、自主規制団体としての役割を果たしていく所存でございます。
３　一般社団法人全国サービサー協会の歩み

1998年10月16日に公布（平成10年法律第169号）されました「債権管理回収業に関する特別措置法」（以下「サービサー法」という）の円滑な運用と健全なサービサー業界の発展をめざして、2000年10月16日、全国サービサー協会（任意団体）が設立されました。その後、不良債権の処理、債権の流動化促進に向けたさらなるインフラ整備の必要性が政府をはじめ経済、金融団体から強く要望され、当協会からも法改正要望書を提出して参りましたところ、サービサーの取扱い対象債権を拡大する改正サービサー法が2001年6月13日成立しました（施行は同年9月1日）。2009年4月1日には、協会活動をより一層活性化させるため、全国サービサー協会を一般社団法人化し、一般社団法人全国サービサー協会を設立致しました。
４　事務所所在地
〒102-0083　　東京都千代田区麹町５－４　セタニビル２階
電話　03-3221-5222　　FAX03-3221-5223　
E-mail  kyoukai@servicer.or.jp    URL:https://www.servicer.or.jp/
以上
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